平成20年12月2日

大阪市消防局からのお知らせ事項

― 消防同意に係る確認申請図書に外壁開口部の建具詳細の添付等について―
連絡事項
消防同意に際し、消防用設備等の設置要否を判断される場合に、外壁開口部の建具詳細等の記載がない場合は、避難上又は消防活動上有効な開口部を有しない階（以下「無窓階」（消防法施行規則第5条の2）という。）に該当するとされる。それにも関わらず、消防用設備等の図面が添付されていないケースが多く見受けられます。との連絡がありました。
留意事項
　無窓階判定に係る開口部詳細（ガラス種別、厚み、寸法等）についての記載をお願い致します。記載がない場合、避難上又は消火活動上有効な開口部としての取り扱いはされません。なお、無窓階とはならないとの議事録等の添付があっても、添付図書により開口部詳細が確認できないものは、無窓階として取り扱いされます。
参照事項
　無窓階判定についての一般的な考え方については別紙をご参照下さい。

なお、具体的な取り扱い、添付図書等につきましては、管轄する消防署又は消防局と事前の相談を行って頂き、相談結果を反映した確認申請図書とし　　　　　　　　て頂くようお願い致します。
